
【9/1～全4回 横浜市特定創業支援事業】IDEC横浜創業セミナー

2022年7月1日  から受付開始しました

【9/1～全4回 横浜市特定創業支援事業】IDEC横浜創業セミナー

（公財）横浜企業経営支援財団は、横浜で創業しようとお考えの方を対象とした創業セミナーを
開催します。セミナーを通じてビジネスプランを整えて、スムーズな創業をめざしましょう！

■概要

横浜で創業しようとお考えの方は必見です！
マーケティングや資金計画・収支計画等の事業を継続していくために必要な経営知識を習得する
全4回のセミナーです。

受講料
10,000円／1名（全4回分）

対象
横浜市民または市内で創業予定の方で具体的な事業プランがある方または創業5年未満の経営者（
経営コンサルタント等はご遠慮ください）

https://www.prerele.com/releases/detail/35487
https://www.prerele.com/releases/date_list/2022/07
http://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&dates=20220701%2F20220702&text=%E3%80%909%2F1%EF%BD%9E%E5%85%A84%E5%9B%9E+%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E7%89%B9%E5%AE%9A%E5%89%B5%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E3%80%91IDEC%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%89%B5%E6%A5%AD%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC&details=https%3A%2F%2Fwww.prerele.com%2Freleases%2Fdetail%2F35487


注意事項
横浜市特定創業支援事業のメリットを受けるためには、全4回を通じて1時間以上の遅刻、早退、
途中退席がないことが条件となります。
※新型コロナウィルス感染症の感染状況により、オンラインセミナーに変更する場合があります
。

★横浜市特定創業支援事業認定のセミナーです★
本セミナーの第1回から第4回までを全回受講し、横浜市に証明書を申請し発行を受けることによ
り、横浜市特定創業支援事業のメリットが受けられる場合があります。（詳しくは横浜市ホーム
ページをご確認ください。）

横浜市特定創業支援事業のメリット
★メリット1 登録免許税の減免
創業前または個人事業主として創業後5年未満の方が市内で会社を設立する際、登録免許税の減免
を受けることができます。
★メリット2 横浜市中小企業融資制度「創業おうえん資金」でのメリット
★メリット3 日本政策金融公庫でのメリット
★その他のメリット
特定創業支援等事業の受講が「横浜市創業促進助成金」の申請要件となっている他、「小規模事
業者持続化補助金」による補助上限の増額などのメリットがあります。

■本件に関するお問い合わせ先・申込み

URL：https://www.idec.or.jp/event/seminar_info.html?id=1386
担当：（公財）横浜企業経営支援財団 経営支援部経営支援課
E-Mail：
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